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国・県予算ならびに施策に対する要望について 

 

１．前年度からの取り組み状況について･･･【資料 1】 

前年度国県要望として提出した要望事項について、制度化や予算措置状況などの現状を

把握し、本年度の要望内容に適切に反映するため、現在の取り組み状況の確認を行います。 

なお、当内容については、要望内容の実現状況を公開し、市民と情報の共有を図るため

に、市ＨＰで公表します。 

※報告内容については、「平成２６年度国・県予算ならびに施策に対する要望取組み実施

状況報告 一覧」参照 

 

２．本年度要望案等について･･･【資料 2-1】【資料 2-2】 

平成２７年度要望事項の提出件数  合計２９件  ←平成２６年度 ２７件 

 

【区分】 ・継続 ２５件  ・新規 ４件  ・削除 ２件 

・各部報告の重点要望事項  １０件 

 

３．重点要望事項の選定について･･･【資料 3】 

要望項目について、提出時に各部から報告のあった、優先順位ならびに重点要望の考え

方を参考に、要望項目の精査を含め、施策上、重要かつ緊急を要する事項を、選定し要望

を行います。 

種別 区分 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 

国・県要望 
重点要望項目 ８件  

一般要望項目 １９件  

滋賀県市長会要望項目 
新規 ※各市３件以内 ３件  

継続 ※内容の修正 ４件  

 

４．要望活動の体制等について 

（１）要望書の提出→（実施日） 平成２６年８月８日（金） 

・県知事ならびに関係機関に対して、要望活動当日に要望書（原本）を提出。 

2014.6.5 臨時総合調整会議資料 
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・なお、各担当部は、知事要望までに県関係部長、滋賀国道工事事務所等に要望内容の

事前説明を行い、要望に対する県の意向（回答）等を確認し、その内容を元気創造政

策課へ報告。 

（２）要望書提出時の出席者と説明者 

県知事   →市長、副市長、教育長、政策推進部長 

県副知事  →市長、副市長、教育長、政策推進部長 

県所管部長 →市長、副市長、政策推進部長 

県教育長  →市長、副市長、教育長、政策推進部長 

県警察本部長→市長、副市長、政策推進部長 

その他機関 →市長、副市長、政策推進部長、担当部長 

（３）要望内容の公開について 

要望実施後に要望項目、内容を市ＨＰに公表します。なお、公表する内容については、

総合調整会議に付議するものとします。 

 

５．今後の予定について 

  例年７月中旬に県議会議員・市議会議員懇談会を開催し要望内容の説明を行っています

が、今年度は７月に滋賀県知事選挙ならびに滋賀県議会議員補欠選挙が実施されるため、

県議会議員は個別説明による対応とします。 

 

平成２６年５月２７日  総合調整会議に付議（要望項目・内容決定） 

  平成２６年６月１８日  新政会・公明栗東勉強会（要望内容説明） 

  平成２６年６月２４日  市議会議員懇談会（要望内容説明） 

  平成２６年６月下旬   県議会議員への個別説明（要望内容説明） 

  平成２６年７月中旬   県等所管部署への事前説明等（説明と意向等の確認） 

              市議会議員への要望書配布（資料配布のみ） 

  平成２６年８月８日   県等への要望活動 



№1/7

政策推進 部

財政課 1 滋賀県市町振興資金による財政支援について

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※　部内の提案内容の優先順位を教えてください。
※　重点要望に該当するものには○印を重点要望欄に記入してください

担当課
部内

優先順位
要望事項名 重点要望

平成２７年度　国・県要望に係る部内優先順位表　 【資料2‐2】
臨時総合調整会議（26.6.5）



№2/7

市民 部

危機管理課 1 災害復旧事業に係る制度の拡充と見直し等について ○

保険年金課 2 国民健康保険税（料）の全県統一等について ○

生活交通課 3 コミュニティバス運行対策費補助金制度の拡充について

生活交通課 4 ＪＲ在来線（琵琶湖線・草津線）の整備について

危機管理課 5 警察官の増員配置について

危機管理課 6 栗東警察署の設置について

生活交通課 7 交通規制について

8

9

10

平成２７年度　国・県要望に係る部内優先順位表　
※　部内の提案内容の優先順位を教えてください。
※　重点要望に該当するものには○印を重点要望欄に記入してください

担当課
部内

優先順位
要望事項名 重点要望



№3/7

健康福祉 部

 長寿福祉課 1 介護保険事業の財源確保と必要な財政措置について

　障がい福祉課 2 強度行動障がい者の処遇改善について

　障がい福祉課 3 地域生活支援事業の国・県補助額の適正化について

　健康増進課 4 バスでの胃がん検診時における医師の同席について

5

6

7

8

9

10

平成２７年度　国・県要望に係る部内優先順位表　
※　部内の提案内容の優先順位を教えてください。
※　重点要望に該当するものには○印を重点要望欄に記入してください

担当課
部内

優先順位
要望事項名 重点要望



№4/7

環境経済 部

環境政策課 1 産業廃棄物最終処分場問題の早期解決について ○

農林課 2 獣被害防止対策の確立と交付金事業の継続について

3

4

5

6

7

8

9

10

平成２７年度　国・県要望に係る部内優先順位表　
※　部内の提案内容の優先順位を教えてください。
※　重点要望に該当するものには○印を重点要望欄に記入してください

担当課
部内

優先順位
要望事項名 重点要望
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建設 部

国・県事業対策課 1 一級河川の改良事業等促進について ○

国・県事業対策課 2 野洲川改修事業の促進等について ○

道路・河川課 3 急傾斜地崩壊対策事業の早期完成について ○

道路・河川課 4 観音寺地先の砂防えん堤事業について ○

国・県事業対策課 5 国道バイパスに関する事業促進について

国・県事業対策課 6 県施行による都市計画道路等の事業促進について

道路・河川課 7 都市計画道路事業費の確保について

道路・河川課 8 道路局国庫補助事業費の確保について

国・県事業対策課 9
国道等(１号・８号、栗東第二ＩＣ)の合流箇所における歩道整備
について

平成２７年度　国・県要望に係る部内優先順位表　
※　部内の提案内容の優先順位を教えてください。
※　重点要望に該当するものには○印を重点要望欄に記入してください

担当課
部内

優先順位
要望事項名 重点要望



№6/7

建設
地域まちづくり 部

地域まちづくり課 1 新駅問題(後継プラン)の取り組みについて ○

地域まちづくり課 2 新駅問題の早期解決について ○

上下水道課 3 観音寺地先の砂防えん提事業について ○

上下水道課 4 守山栗東雨水幹線の事業促進について

5

6

7

8

9

10

平成２７年度　国・県要望に係る部内優先順位表　
※　部内の提案内容の優先順位を教えてください。
※　重点要望に該当するものには○印を重点要望欄に記入してください

担当課
部内

優先順位
要望事項名 重点要望



№7/7

教育 部

教育総務課 1
公立学校施設大規模改造事業に対する国の財政的支援の
堅持について

学校教育課 2 ３５人学級の実現と教職員定数の改善について

学校教育課 3 特別支援教育加配教員の配置について

4

5

6

7

8

9

10

平成２７年度　国・県要望に係る部内優先順位表　
※　部内の提案内容の優先順位を教えてください。
※　重点要望に該当するものには○印を重点要望欄に記入してください

担当課
部内

優先順位
要望事項名 重点要望



平成２７年度　国・県予算並びに施策に対する要望事項一覧表 【資料 3】

H24 H25 H26 H24 H25 H26

1
災害復旧事業に係る制度の見直し等について

○

2
新駅問題の早期解決について

○ ◎ ◎

3
新駅問題（後継プラン）の取り組みについて

○ ◎ ◎

4
滋賀県市町振興資金による財政支援について

○

5
産業廃棄物最終処分場問題の早期解決について

○ ◎ ◎ ◎

6
獣被害防止対策の確立と交付金事業の充実について

○ ◎ ◎

7
守山栗東雨水幹線の事業促進について

○

8
国民健康保険税（料）の全県統一等について

○ ◎ ◎

9
強度行動障がい者の処遇の改善について

○ ◎ ◎

10
バスでの胃がん検診時における医師の同席について

○

11
介護保険事業の財源確保と必要な財政措置について

○

12
地域生活支援事業の国、県補助額の適正化について

○

13
一級河川の改良事業等促進について

○ ◎ ◎ ◎ ◎

14
野洲川改修事業の促進について

○ ◎

15
国道バイパスに関する事業促進について

○ ◎ ◎ ◎

16
国道等（１号・８号、栗東第二ＩＣ）の合流箇所に
おける歩道整備について ○

17
県施行による都市計画道路等の事業促進について

○ ◎ ◎ ◎ ◎

18
都市計画道路事業費の確保について

○

19
道路局国庫補助事業費の確保について

○ ◎ ◎

20
急傾斜地崩壊対策事業の早期完成について

○

21
観音寺地先の砂防えん堤事業について

○

22
コミュニティバス運行対策費補助金制度の拡充につ
いて ○

23
ＪＲ在来線（琵琶湖線・草津線）の整備について

○

24
公立学校施設大規模改造事業に対する国の財政的支
援の堅持について ○

25
特別支援教育加配教員の配置について

○ ◎ ◎ ◎ ◎

26
３５人学級の実現と教職員定数の改善について

○

27
栗東警察署の設置について

○

28
警察官の増員配置について

○

29
交通規制について

○

※市の重点要望項目については、◎印が重点項目、空欄は一般項目となります。

平成２６年度要望事項からの削除事項

がん検診推進事業の継続について

都市計画道路下笠下砥山線の事業化に向けた取り組
みについて ◎ ◎

市の重点要望項目 県に対する市長会要望項目

備考No 要　　望　　事　　項 新規 継続



（仮称）栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例行動計画の策定について 
 
（仮称）栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例行動計画とは 
 栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例を具現化する目的で、市民参画と協働の具体的

な推進方策等をまとめたものです。 
 
行動計画策定の目的 
 平成 21 年に「栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例が制定」され、市民のまちづくり

に参画するきっかけづくりや市民活動団体等への支援、研修を実施するなどの土壌づくりをするこ

とにより、少しずつ市民公益活動の広がりや市民参画と協働によるまちづくりへの意識醸成と実践

につながってきています。条例の施行から 5 年が経過する中で、今後、さらに市民参画と協働によ

るまちづくりを定着させるために、条例を具現化するための行動計画を策定し、進捗状況を評価、

点検していきます。 
 
計画の概要 第五次総合計画との位置づけ 
 「栗東市第五次総合計画」の基本理念として、１、「市民主体、市民協働によるまちづくり」２、

「交流や連携で活力を創造するまちづくり」３、「優れた自然環境や歴史文化を保全・継承し、発展

させるまちづくり」があります。また、第五次総合計画の基本政策を推進し、実現するためのまち

づくりの進め方として、政策１、「市民主体・市民協働のまち」政策２、「効率的で効果的な自治体

運営」があがっており、政策１、「市民主体・市民協働のまち」を具現化するための計画であり、第

五次総合計画後期計画、第七次行政改革大綱との整合性をはかりながら進めていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

実現具現化方策 
 
 
 
 
 
 
 
 

栗東市第五次総合計画 「基本構想」 
平成 22 年 4 月～平成 32 年 3 月

栗東市第五次総合計画 「基本計画」 
前期（平成 22 年 4 月～平成 27 年 3 月）後期（平成 27 年 3 月～平成 32 年 3 月） 

栗東市市民参画と協働によるまちづく

り推進条例行動計画 

 第七次 行政改革大綱 
栗東市市民参画と協働によるまちづ

くり推進条例 



計画の期間 
計画の期間は、平成 27 年度から『第五次総合計画「基本構想」』及び『第五次総合計画「後期計

画」』の目標年次である平成 31 年度までの 5 年間とします。 
26 年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

 
計画策定体制 
 職員プロジェクトチーム 
  第五次総合計画、第七次行政改革大綱との関係性が高いことから策定については、行政改革大

綱策定のプロジェクトチームの中で作業を進めます。ワークショップ等の策定プロセスを通じ

て、職員の協働によるまちづくりへの意識改革を目指します。計画のたたき台的な内容を市民

参画等推進委員会へ提出します。市民参画と協働によるまちづくり推進条例の行動計画の策定

については、自治振興課が事務局を担います。 
 
市民参加 

  市民活動団体等にワークショップ等を行い、その後パブリックコメントを行うなど策定過程に

市民参加を求めます。 
 
市民参画等推進委員会 
 学識経験者、公募市民、地域公益活動団体代表、地域コミュニティ団体代表などで構成する市

民参画等推進委員会で、職員プロジェクトチームから提出された内容を踏まえ、計画素案をま

とめます。 
 
計画策定の周知 
 計画の策定状況について、ホームページや facebook を通して、市民に周知します。 
 
策定のスケジュール 
別紙。 

第五次総合計画「基本構想」 

第五次総合計画「後期計画」 

市民参画と協働によるまちづくり推進条例行動計画 



計画の骨格（案） 
第 1 章 
計画の趣旨 

 

第 2 章 
市民参画と協働のまちづくり 

 
 
 

 
第 3 章 
市民参画と協働の理念と原則 

 
 
 

 
第 4 章 
市民参画と協働によるまちづ

くり推進計画 

 
 
 

 

第 5 章 
実行計画 

 
 
 
 
 
 
 

 

第 1 節 計画策定の目的 
第 2 節 計画の位置づけ 
第 3 節 計画の期間

第 1 節 市民参画と協働の定義・・・2 条 
第 2 節 まちづくりの主体とその役割 

・・・2 条、4 条 

第1節 市民参画と協働の理念 
第2節 市民参画と協働のまちづくりの基本原則 

・・・ 3

第 1 節 推進方針・・・9 条～13 条 
第 2 節 推進項目・・・9 条～13 条 
第 3 節 市民参画と協働の評価 

第 1 節 市政への参画・・・9 条、10 条、11 条 
第 2 節 情報の提供・共有・・・3 条、13 条 
第 3 節 環境づくり・・・3 条、13 条 
第 4 節 担い手づくり・・・3 条、13 条 
第 5 節 市の推進体制・・・13 条 



策定フレーム（案）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

策定

推進委員会等（外部）
・6/29 推進委員会第１回 ・協働事業提案審査会

（第１次・書類審査）

・協働事業提案審査会
（第２次・公開ヒアリン
グ）

・11/19第２回推進委員
会

・3/1第３回推進委員会

PT（内部）

・第１回
行動計画策定にかかわる趣旨・ス
ケジュール等説明（元気創造課と
合同）

・第２回 ・第３回 ・第４回 ・第５回 ・第６回

自治振興課
・地振協連絡会で市民
WS

・市民WS
     （サポート講座１回
目）

・サポート講座２回
目
・パブリックコメント

・H26 協定書締結協議・H26 協定書締結 ・H27 提案テーマ募集

・7/24,27 H27募集説明
会

・H27 １次審査
・H27 １次結果通知
・H27 ２次審査

・H27 予算要求
・H26 成果報告会
・H27 議会審議、議決

・H27 地振協コース説明
（地振協、コミセン治田西、大宝東、
大宝）

・7/24,27 H27募集説明
会

・H27 審査 ・H27 予算要求
・H26 成果報告会
・H27 議会審議、議決

・広報７月号掲載
「ともにつくる住みよいま
ちづくり」

・職員研修

協働事業提案制度

元気創造まちづくり事業

事務局

行動計画

H27募集受付 7/28～8/22

H27募集受付 7/28～

協働まちづくり通信発行（毎月末）

WEBアンケート

H27提案者と実施担当課との協議

H27提案者との協議

現状課題・形態役割・

概要（他市と同じ部
計画の推進方策①担い手②場作り③人材育成④組織づくり等（WSを重ねつつ３月で策定完了）
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